
法人名 特定材坤m麟雄人さわ勒f郭杵セ〃― 実績判定期間 平成 31年 4月 1日～令和 6年 3月 31日

実績削定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄開者の数 (※)の合計数
が年平均100人以上であること

【留意事口

1 寄附者の氏名 ∝閃 こあつて|よ その名称)及びその住所力。明らかな寄開者のみを数えてくださしヽ

2寄附者の数の算出に当たっては、寄附者本人と生計を―にする方を含めて一人としてくださしヽ

3 貴法人の役員及びその役員と生計を―にする方が寄附者である場合、それらの方を寄附者の数に含めないてくださしヽ

書式第 4号 (法第 44条・51条 1関係)

認定基準等チェック表  (第 1表 絶対値基準用)

【割附者名簿チェック欄】

■ 寄附者の氏名 ∝肉こあつて1よ その名称)及びその住所が明らかな翻附者のみを'数ています功、
■ 割附者の数の算出に当たって、割附者本人と生計を一にする方を含めて一人としていますか。
■ 貴法人の役員及びその役員と生計を一にする方が割附者の場合、それらの方を割附者数から除いていますか。

上記の欄で「いいえ」にOがついた場合は、下口
"で
綱定してください。

○ 実績判定期間内において、寄附金額が年 3,0∞ 円以上の寄附者の数 (※)が年 1∞ 人未満の事業年度があ
る場合は、下欄により、年平均 100人以上かどうかを判定してくださし、

年 3,∝Ю円以上の寄

附者の数(※ )

◎ ⑤ ◎ ① ◎ ① 合計

人 人 人 人 人 人 A 人

実績判定期間の月数
一月未満の端数がある場合は、一月に切り上げます。

B 月

× 12
人

実績判定期間の年3,∞0円以上の寄附者数(※ )
≧ 100人

実績判定期間の月数

↑

4端疎以下は切り捨てます。

∝童1事0
・ 実噺辟l腱

"間
とは、申請書提出の直前に終了した事業年度の末日以前2年 (初回のみ 2年、更新は5年)内に終了した各事業年度の

うち最も早い事業年度の初日から申請書提出の直前に終了した事業年度の末日までの期間です。

例えば、3月決算法人が令和5年 7月 に申請書を提出する場合、過去2年内に事業年度の変更を行っていな1捌ま 奥績判定期間は初
めて認定を受ける法人の場合は令和3年 4月 1日から令和5年 3月 31日 C更新時は5事業年度)となります。
・ チェック欄‖こは、こC月

“

,各綱r満 を隆了し、基準を満たしていることを確認したら「チェック湘LIにチェックを記載してください
(第 2表以下についても同様です。)。
・ なお、日定書査の過程において、年3,000円 以上の寄附者の数の算出相蜘 こついて確認させていただく場合がありますので、■耐
者の数の算出根拠を示す書類を法人の主たる事務所に確実に保管するようお願いします。

※ 休眠預金等交付金関係助成金を受け取っている場合は3,000円 に当骸休眠預金等交付金関係助成金の額を加算した金額以上の寄
附者数となります。

◎ ① ◎ ①◎ (D

令和3年 4月 1日 令和4年 4月 1日 令和5年 4月 1日 年 月 日平成31年 4月 1日 令和2年 4月 1日

令和5年 3月 31日 令和6年 3月 31日 年 月 日

実績判定

期間内の

各事業年度
令和2年 3月 31日 令和3年 3月 31日 令和4年 3月 31日

いいえ はい。いいえ・いいえ ⊂>いいえC:〉いいえ ' t,\r,/\z
年 3,圃 円以上の割附者

の数(※)が 1∞ 人以上で

ある

■
目

A
人

B
月

チ ェ ッ ク 相

′
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書式第6号の① (法第44条・ 51条・ 58条関係)

認定基準等チェック表  (第 2表 )

(注意事項)

③については、小数点以下第3位を切り捨てた数値を記載してください。

法人名 特定非営利活動法人さわやか青少年センター チェッタ相

2 実績判定期間における事業活動のうち次の活動の占める割合が50%未満であること ′

イ 会員等に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供 (以下「資産の譲渡等」という。)、 会
員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動 (資産の譲渡等のうち対価

を得ないで行われるもの等を除く。)

日 会員等、特定の団体の構成員、特定の職域に属する者、特定の地域に居住し又は事務所その他こ
れらに準ずるものを有する者その他便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動 (会員等に対する責

産の譲渡等を除く。)

(注意事項)特 定の地域とは、一の市区町村の区域の一部で地縁に基づく地域をいいます。
ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
二 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動

実 績 判 定期 間

すべての事業活動に係る金額等 ①

(指標

11, 905, 004円

①のうちイ～二の活動に係る金額等 ② 0円

O②ヘ

基準となる割合 (②―

①)
③ 0%

イ

会員等に対する資産の譲渡等の活動 (対価を得ないで行われ

るもの等を除く。)に係る金額等
④

0円

会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会

員等である活動に係る金額等
⑤

0円

ロ 便益が及ぶ者が特定の範囲の者である活動に係る金額等 ◎ 0円

特定の著作物又は特定の者に関する活動に係る金額等 ① 0円

特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求

める活動に係る金額等
◎

0円

合  計   (① +①十◎+①+◎ ) ① 0円
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書式第 7号
‐
(法第 44条・51条・58条関関

認定基準等チェック表  (第 3表) (初葉)

(注意事①

・ 認定基準等チェック表 (第 3表)|よ 法第55条第1項に基づく書類 (役員欄酬規程等提出■驀Dの提出時においても記載及び添
付する1ら要があります。その場合、上記口の記職の必要はありません。

・ 認定の有効期間D更新の申請に当たつて1よ 法第55条第1■に基づく書類 (饉爛日観程等提出書類Dに記載した事項について、
添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活載法1人さわやか青少年センター チェック欄

3運営個繊及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること
(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

′

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は根簿書類の備付け、取引の記

録及び根簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

0主 2)

各欄の人脳申よ 第3表付表1「役員の状況」から転配してくださしヽ

Cttd〕こついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親路 」の

グループの人

数

割 合

(②÷③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

(④■③

① ② ③ ④ ⑤

③
平成 31年 4月 1日

～令和 2年 3月 31日 7人 2人
".5%

0人 0%

⑮
令和 2年 4月 1日

～令和 3年 3月 31日 7人 2人
".5%

0人 0%

◎
令和 3年 4月 1日

～令和4年 3月 31日 7人 2人
".5%

0人 0%

①
令和 4年 4月 1日

～令和 5年 3月 31日 7人 2人 28.5% 0人 0%

◎
令和 5年 4月 1日

～令和 6年 3月 31日 7人 2人 28.5% 0人 0%

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
8人 2人 %.0% 0人 0%

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

上記を証する書類の名称とその内容等
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項
一
Ｈ ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申言椰時

会計につい
~て

`ヽ

言B`を計「i三又は臣生■1去レたοD嘔監査を受け

ている

はい

\li \i

はい

い い

はい はい

い い

はい はい

いいえ

は い

い い

帳簿書類端 付け、取引の記録及疇 の保存

を青色申告法人に準して行つている いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい はい

いいえ いいえ

項
曰

【 ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

うがある等の不竃節E,闘圏里の有無
有 有 有 有④

⌒

有く避リ 有・無 有

V

V

第3表 (,CD

∝菫1中Q
認定の有効醐間D更新の申請に当たつて1よ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出■掘Dに配載した事項について、改
めて配載する必要はありません。

「認定基準等チェック (第 3表)記載要領

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とlよ 法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、沈u銘 目に関わらず支出した金銭でそ
`明
験勧 明`ら力でないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽ こしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

注 意 事 項項 目 記 載 要 領

イの各欄 区分‖

“

り「⑥ЧЭ」の各相には、実勢H,に期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」相には、例え

ば、「定款 (又は
`舒

10第○条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のよう1こ議 します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに識 します。

口の各欄

ハσ)4手11 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに議 る各期

間 (fO」 から rO」 )を示したもので九

① 「会計について公認会計士又は監査
法人の監査を受けている」

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及
び撮簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行っている」の「墜墜上に「o」

綸鬱⊇」△塑」__産三i]:堕 :Ll∠ i□:査lL`二:Eく ださ

付してくださしヽ

しヽ

した場合に|よ 第3表付表2「帳簿組

に「0上 した場合|こは霊壼整目11月嗜卜を添

の「はい

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から l①」については、イに記哉する各期

間 (「④」から「①」)を示したものです。

記載要領の補足



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

W

レ

法人名
特定非営利活動法人さわやか青少年

センター
③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 7人 7人 7人 7人 7人 1

ノヽ 8人

2人 2人 2人 2人 2人 人 2人

0人 0人 0人 0人 0人 人 0人

役 員 の 内 訳

氏   名 住   所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申串■
就任・退任

年月日

有馬 正史

有馬 真理

(松山 真理)

奥山 千鶴子

田中 雅文

柳 久美子

理 事

理事

理事

理事

理事

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

平成 24年

4月 2日 就任

平成 24年

4月 _2日 就任

平成 24年

4月 2日 就任

平成 24年

4月 2日 就任

令和 4年

6月 3日 就任

中村  豊

矢吹 正徳

増山  均

田オ寸 学

南谷 洋至

理事

理事

理事

理事

監事

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

令和 6年

5月 31日 就任

令和 6年

5月 31日 就任

平成 24年 4月 2日 就任

令和 4年 6月 3日 退任

平成 30年

6月 27日 就任

令和 6年 5月 31曰 退任

平成 24年

4月 2日 就任

(1)最も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数

(2)最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれ らの

者の親族等」のグループの人数
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書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況

(1日1腰領)

「伝票又鰤颯摩名」1椰よ 例えば 晴隆出納帳」、「総勘定ガ蜘、「経費帳」などのように記載します。

「左の製申いのMユ11日ま、「3校口写伝頭上「ルーズリーフ」、1‐曇訂噸簿」などのようにヨ讀屁します。
「記帳の時期」欄は、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

認定の有効期間の更新の申請に当たつて:よ 法第55条第1項に基づく書類|(役員欄酬規程翻腱出1日D
がないとき|ム 澤付を省略することができます。

第3表付表2

にli3載した内容に変更

法 人 名 特定非営利活動法人さわやか青少年センター

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 詢帳の時期 保存期間

仕訳日記帳

会計ソフト「ソリマチ会計王」使用

ルーズリーフ 随時 7年間

総勘定元帳

会計ソフト「ソリマチ会計王」使用

ルーズリーフ 随時 7年間



書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初ヨD

法人名 特定非営利活動法人さわやか青少年センター チェッタ相

4事 業活動に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し輛酬又感綸与の力綸に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等がコ配する法人と
当法人との間の資産の醸濃年に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ ヨロ績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であ
ること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活量の事業費に充てていること

′

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申翻甲寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動
有・⑩ 有・⑮ 有。① 有・⑩ 有・① 有 ・ 無 有・①

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動
有・⑩ 有・⑩ 有・⑩ 有・① 有・① 有 ・ 無 有・①

特定αンク野ン)候補者若しくは公職にある者又

は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

する活動

有・⑩ 有・① 有・① 有・⑩ 有・① 有 ・ 無 有・⑬

項 目 ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申詢申寺

役員蟻 の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

の有無

有・① 有・Q 有・○ 有・① 有・〇 有・無 有・①

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

有・① 有・① 有。① 有。① 有。① 有。無 有・①

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業のう重営に関して特男lIの利益の供与の有無
有・① 有・① 有・① 有・① 有・③ 有・無 有・①

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有・① 有・③ 有・① 有。③ 有・① 有・無 有・③

イ

W

‐

(滋輌
・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第関条第 1項に基づく書類 (役員報酬観程等提出書類)の提出時においても配載
及び添付する必要があります。その場合、「田定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (′ 及ヽび二)の記載及び添付の必要はありま
せん。

・ 認定の有効期間の更新の申睛に当たつては、法第5条第 l項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項につい
て、改めて1醐

『
する必要はありません。

コ



V

‐

(第 4表 ,匁D

G童中0
・「□定基準守チェック表 (第 4表 次葉D」 0ヽ及び二)1ま、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬朗曜尋提出書類)の提出時に
は耐臓及び添付の必要はありません。

・「ハ及び二」α〕こついては、′1lL点以下第3位を切り捨てた数値を記載してくださし、

ハ

項
曰

】 実績判定期間

事 業 費 の 総 額 ① 11,905,004円

特定非営禾1綱に係る事業費の額 ② 11,905,004円

特定非営利活動の割合 (②―①) ③ 100%

注・「′Чについて、事業費以外の指

標により計算を行う場合に:ム

使用した欄 邸 職 を臓

してください。

使用した指標 単位

」匹壁LEttL`」□じ奎幽に丞立菫室墜:
添付してくださしヽ

項 目 実績判定期間

受 入 寄 附 金 総 額 ① 10,385,888円

受入寄附金総額の うち特定非営

利活動に係 る事業費に充てた額
② 10,385,888円

受入翻附金の充当割合 (②―①) ③ 100%

※ハ、二について、売傾判定期間中に「特定資産」等の勘定科目を設定した場合、その旨を明記して下さい。

勘 定 科 目 金 額

円



書式第 11号 (法第 44条・ 51条・58条関係 )

役員等に対する報酬障の状況 第4表付表 1

V

V

法人名 特定非営欄 法人さわやか青少年センター

役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特

殊の関係にある者 (注 1)(以下「役員等」という)に対する報酬又は給与の支給 俣績判定期間及び申請書の提

出日を含む事業年度開始の日から申請書の提出の日までに行った取引等)について記載してくださし、

(注 1)「役員、社員、職員若しくは翻附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊の関係にあ

る者」とは次の者力ヽ 亥当します。

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族
② Cの者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で f役員、社員、職員若しく1響訴階又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内
の親加 から受ける金錢その他の財産によって生計を維持している者

④ ②又ば〕こ抑ずる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を―にしている者

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (口を除く。)

氏 名 職 名
法人との関係

(注 2)

輌酬・給与の

区 分
支 給 期 間 等 支 給 金 額

該当なし

(注 2)注 lαD～Cの内容を具体的に識 します。

ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額

集 計 期 間 平成 31年 4月 1日 令和 6年 12月 9日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

0人 0円

嵯意事D
・ 「役員等に対する資壺の議譲等の状況等 (第 4表付表 1)」 :ム 法第5彙第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類Dの
提出時には配蜀ロヒび洒付の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては 法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事項につい

て、改めて1け る必要はありません。



書式第 12号 (法第 44条・51条・58条関係 )

役員等に対する資産の譲渡等の状況等 第4表付表2(お鵬D

し

W

法人名 特定非営利活動法人さわやか青少年センター

1 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の規族又はこれらの者と
特殊の関係 0にある者 (以下「役員等」という)又は役員等が支配する法人に対する資産の譲渡等 ∈警芭|
定塑固及び皇誼書2:提出旦塗1:重:聾:墜ヒ]型:彗:量」:全

`2旦

盆L里護薩i望2壺:望:望2:奎」
=:ユ
当匡2Lユ1引隻)について以下

の項目を記載してくださし、

(注)眸ワr)関係」とはl大に新 る関係をいいまり
=。

① 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係
② 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金騰その他の財産によって生計を維持している関係

③ 上記Э対ま0に掲げる関係にある者′看]潟者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係

(1)資産の譲渡 (棚卸資産を含む|。 )

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 との

関   係
譲 渡 資 産 の 内 容

渡

日月

譲

年
譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等

ちょいボラハンドプ

ック10冊

R2年

10月 22日
aαЮ円 定価で販売

ちょいポラハン ドプ

ック 11冊

R2年

10月 2日
0円 活動のため無償配付

 ちょいポラハン ドブ

ック2冊

]2年

Ю月2日
0円 活動のため無償配付

ちょいポラハン ドプ

ック 10冊

R2年

10月 24日
8,ⅨЮ円 定価で販売

 ちょいポラハンドプ

ック2冊

10年

■月 18日
0円 活動のため無仙配付

ちょいポラハンドプ

ック10冊

Iり,年

■月 25日
aαЮ円 定価で販売

ちょいボラハンドプ

ック1冊

R2年

12月 3日
0円 活動のため無償配付

ちょいボラハンドプ

ック 10冊

]2年

11月 25日
ιαЮ円 定価で・月腕

 ちょいボラハンドプ

ック3冊

R2年

12月 2日
24Ю 円 定価で販売

ちょいポラハンドプ

ック 1冊

lυ年

12月 31日
0円 活動のため無伽配付

ちょいポラハンドプ

ック
"冊

R3年

2月 3日
lQαЮ円 定価で販売

ちょいボラハンドプ

ック1冊

R3年

2月 3日
0円 活動のため無償配付

 ちょいボラハンドプ

ック1冊

IB年

2月 4日
0円 活動のため無償配付

 ちょいボラハンドプ

ック
"冊

R〕年

3月 2日
lQⅨЮ円 定価で販売

ちょいボラハンドプ

ック 1冊

R3年

3月 15日
0円 活動のため無償配付

 ちょいポラハンドプ

ック 1冊

R3年

5月 14日
0円 活動のため無曲配付

ちょいポラハンドプ

ック24冊

聰 年

7月 9日 0円
活動のため無償配付



ちょいポラハンドプ

ック1冊

R3年

11月 1日
8∞ 円 定価で販売

ちょいポラハン ドプ

ック 1冊

R4年

1月 9日
0円 活動のため無償配付

 ちょいポラハンドプ

ック2冊

R4年

4月 16日
0円 活動のため無償配付

 ちよいボラハン ドプ

ック 1冊

R4年

4月 19日
0円 活1解Dたど

"熙

朧己付

活動のため無筒配付
 ちょいボラハン ドプ

ック1冊

R4年

1月 9日
0円

R4年

5月 19日
&Ю 円 定価で販売

ちょいポラハンドプ

ック 1冊

ちょいボラハン ドプ

ック5冊

R4年

5月 Z7日
4・αЮ円 定価で販売

 

ちょいボラハンドプ

ック2冊

R4年

11月 14日
0円 活動のため無償配付

 ちょいボラハン ドプ

ック1冊

R5年

5月 9日 0円 活動のため無闊配付

活動のため無償配付
 ちょいボラハン ドプ

ック5冊

R5年

6月 14日
0円

(2) 資産暖 付け (金銭の貸付けを頷■ )

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 との

関   係
貸 付 資 産 の 内容

貸   付
年 月 日

対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

 金銭借入 H港年
7月 15日

便Ю,αЮ円
金銭消費貸借契約書に基

づく。R3年 2月 1日完済

円

円

円

円

円

円

し

し

∝意中Q
・ 「役員割 J劇~るJ瞳ld鵬輛ゆ機躙争悌 41尉表2)」 iム 逃編 55条第1珂こ基づく1願 (役員報職熙曇議出書類)の提
出時には配載及び添付の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつて:よ 法第 55条第 1項に基づく書類|(役員報酬頗穆硼田川劇Dに記載した事項につい
て、添付を4口告することができます。



第4表付表2(2欠舅D

V

ヽノ

(3)役務の提供 (施設の利用等を含む|。 )

取引先の氏名等
法人との

関  係
役 務 の 提 供 の 内 容

“

疑恙の振りぼ千月

日
対価の額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

スクールボランティアサミッ ト
謝4」監きによる

"19に
おける譴籠口射金

Rl年 8月 7日 30,αЮ円

  アンケート調査まとめ謝金 R2年 1月 5日～

R2年 3月 31日
訪栓規定による3(),αЮ円

調査報告論文及び、親子で“ちょいボ

ラ"ノ ンヽドプック作成指導

R3年 1月 5日～

R3年 3月 31日
訪金規定による

30,αЮ円

 感想文集テキスト化 賢I年 1月 25日

R3年 2月 5日
謝金j月定によるa2Ю 円

「
=■
■あいボランティアオンライン

学習会」にて講義 2回

R3年 8月 2日、

8月 6日
2),αЮ円 謝金規定による

実践・調踏:報告.書檻診
'

R3年 9月 1日

～3月 31日
ヨ0,αЮ円 語施 規定による

 感想文集テキスト化 R4年 2月 1日

～8日
8,&Ю 円 訪金規定による

 感想文集テキスト化 R5年 2月

10日 ～21日
11,力Ю円 語κ≧規1]による

2 役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営に関する事項
骸 当する事項がある場合にその内容を具体的に講 してください。)

なし

3 支出した寄附金 (塞」鐘:里1生:塑星:堕:≦
`壁
l髪i缶彗
`2:星

出旦_を:含壼豊:ヨ首ヨ:』:田」壁!塾
`2旦

22ら壺壺i書■2遅墨望2:墜]三
`型

三:塁出L上範:

堕ω

支 出 先 の 名 称 等 住 所 等 支 出 年 月 日 支 出金額 寄 附 の 目 的 等

υ年 3月 26日 521ⅨЮ円
「人間初育成支援事判Jじする児

童生に研庭鐸罰じ‐環

 

 
υ年 3月 2日 lιαЮ円 同

貶年 3月 2日 20,αЮ円 同

υ年 3月 %日 驚 αЮ円 同

2年 3月 2日 32,∝Ю円 同

″年 3月 2日 路 αЮ円 同



▼

V

υ年 3月 %日 QαЮ円 同

 υ年 3月 %日 4αЮ円 同

B年 3月 ′ 日 26,αЮ円 同

B年 3月 17日 lQαЮ円 同

“

年 3月 17日 12ⅨЮ円 同

laαЮ円 同膊年 3月 17日

m年 3月 17日 17,ⅨЮ円 同

同

“

年 3月 17日 14αЮ円

3,αЮ円 同膊年 3月 17日

25,αЮ円 同R4年:3月 17日

M年 3月 17日 QαЮ円 同
 

同M年 3月 16日 lQαЮ円

M年 3月 17日 la∝Ю円 同

M年 3月 17日 laαЮ円 同

R4年 3月 16日 lQαЮ円 同

`∝

Ю円 同M年 3月 お 日

R5年 3月
"日

20,αЮ円 同

“

年 3月
"日

ιαЮ円 同

同

“

年 3月

"日
10,αЮ円

21,ⅨЮ円 同R5年 3月
"日

郎年 3月
"日

21,ⅨЮ円 同

b年 3月
"日

lQαЮ円 同

同 妬年 3月
"日

4αЮ円

お年 3月 2日 21,∝Ю円 同

“

年 3月 2日 12,αЮ円 同



閾年 3月 21日 9αЮ円 同

閾年 3月 2日 17,∝Ю円 同

馬年 3月 21日 16,αЮ円 同

13αЮ円 同脇年 3月 21日

馬年3月 21日 4αЮ円 同
 

お年 3月 21日 3ⅨЮ円 同

∝菫中D
。 「役員等に対する責産の譲渡等の状況等 (第 4表付表 2)」 は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出
時には罰載及び添付の必要はありません。

・ 認定の有効期間D更新の申請に当たって1よ 法第
“

条第 1項に基づく1■順 (役員綱□

"畷

雲‖刷」書彙Dに記載した事項について、

添付を省略することができます。

V

ヨ



し

V

書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事項)

・認定基準等チェック表第5表は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添
付する必要があります。

・認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人さわやか青少年センター チッタ欄

5 次に掲げる書類について回覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれ
をその事務所において回覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は
居所に係る配載の部分を除いたもの)

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他
一定の事項等を記載した書類

へ 助成の実績を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

楽ロロに口する細則 (社内規則)等がある場合には、その

“

則 (社内規則)等を添付してください。

同 意

す る しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人
以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿
③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)
※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者との取引
・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の規族又はこれら
の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法
人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況
a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)
b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

′



書式第 14号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

し

ヽノ

法人名 特定非営利幡動法人さわやか青少年センター

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準.等チェック衰  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し
ていること

チェッタ欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 年  月  日

∝意|¬Q
・ 法第55条第1項に基づく害順 (役員報翻断涌畠謝訓」lHDの搬出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8:D
は、配韓する必要はありません。

・ 認定の有効期間D更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記職の必要はありません。また、法
第55条第1項に基づく書類 (役員湘日規程等提出書類)に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第
29条の規定により所轄庁に提出していること

チェッタ欄

特定非営利活藪艇進法第 28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

① ⑤ ◎ ③ ◎ ①

有 ・ 無 有 。 無 有 任
ハ
有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利
益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

ノ

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何ら力縦)利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7密
'|よ
法第5条第1項に基づく書類 〈役員報酬蜆程等提出●蜀Dの提出時に記載及

び添付する必要があります。

③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 。① 有・ ① 有・ ⑬ 有 。① 有・ ① 有 ・ 無 有 。①



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人さわやか青少年センター チェック相

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法

人は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合
イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特鱒認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され

た場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当腋認定特定非営利活動法人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しな
い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 2“ 条等い〉若
しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行罰終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 は2)
2認 定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定軟又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないま人 (認

こi

に囲塁塁饉道出[□:堕」堕!笙」ElE区 !里」日』塾壁」菫菫±Lと1量LL:L壼!囲!四:」:主L」:墨る!堕1坦E堕!自ヒ!2垂」EL雪:曇
`笙

ヨL≧」」堕」ヨ亡)。
5国 税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力国の構成員等の統制下にある法人

「 4

役員のうち、次のいずれ力ヽ こ該:当する者の有無

認定特定非瞥瑚割蹴却υ数 を取り消された場合又は特伊畷定特定ヲ̈ 端謳認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該認定特

定非営和括コ法人又は当該特,1罵定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその

取消しの日から5年を経過しない者の有無

有・⑩

禁錮以上の刑に震 られ、そ¢潮

`子

を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5

年を経過しない者の有無
有・①

特定非増和中 しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくlJ刊

法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に藪 したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有・⑬

暴力団の構成員等の有無 有・⑬

，

¨ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 はい

定款又は事業計画1書の内容が法令等に違反している法人 は い

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しなし法人

|まい

書類

添付

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、=LEL41三壺整産整ヨE基墨ピ邑量:`ユ≧壁』壁二生菫12」L」自陸国菫量[

_I量24」_理型整」聖聾壺固匡建コ壁墨型奎西塁墾童区Ell」」塾 :」塑菫望」ョ≧』量」」コ生」ヨロヒ堕墜と墜堡登麹菫誕塑□童
=]菫
」立コう二と_____

※その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

※役員報酬規程等提出書には添付不要

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重力「算金を課された日から3年を経過しない法人 はい

０^ 次のいずれ力ヽ こ該当する法人

暴力団 はいく〔藤I)
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 はい

ν

W

ノ

しヽ



書式第16号 (法第44条・ 51条・58条関係)

寄附金を充当する予定の事業内容等

特定非営禾1括動法人さわやか青少年センター

事  業  名 具 体 的 な 事 業 内 容
実施予定

年  月

実 施 予 定

場   所

従事者

の予定

人数

寄附金充

当予定額

(千 円 )

青少年の人間力育

つための遊びや

トウ ンテ ィア活

動、体験学習等の

体験を通じた青少

年健全育成事業

1.ボランティア体験学習学習推進事業
(1)ふれあいボランティアパスポート (FVP)
①FVP参加校・団体69、参加児童生徒数日標2万人

通年

会国の小中

高、特別支援

学校等

3人
参加佼69校・団

体、児童・生徒数

21,(Kκ 人

1,2()0

②ふれあいボランティア活動戌想文募集

応募目標 :参力11交・団体20校
参カロ児童生1徒数400人

10月

～3月

酔 劾 喉・

団体、当法人

事業所

6人

感想文募集FVP
参カロ皮′見童・生徒

5,αЮ人

③FVPの運用デジタノイヒの提案
・学校・団体向け運用デジタ″ヒの仕組みづくりと提案

通年 当法人事業所 3人 肥 参力厳 69校

",α
Ю人

④社会教育関係イベントを通じた教育委員会・学校・団

体へのFVPを活用したボランティア体験学習の働き
かけ

通年 当法人事業所 2人
教育委員会・団体

等

10,αЮ人

C親子で “ちょいボラ''学習会
・学習会5回実施を目指す

1回当たり参加保護者10人

通年

幼樹計保育園

等の園児の1,贅

護者

3人

豹 嗜

50人

青少年の人間力育

成のためのフォー

ラムや講演会、研

修会、コンサルテ

ィング、講師派遣

等の普及啓発事業

2.ポランティア鵬 習情報事業

(1)スクールボランティアサミット(SVS)
・オンライン・スクールボランティアサミット実施を

計嘔](3月予定∋
3月 当法人事菊|万 3人

参力[嗜
´

1∞ 人 242

(2)青少年地域ボランティアサータル漕動 (SVC)
普及事業
・社会教育関係団体、山形県青年の家等と連携し、情報

収集、提供を行う。

通年

全国夕 :援:教

育関係団体等

の施設、及び、

当法人事業所

2人 社会教育関係団体

1∞ 人

176

吾少年の人間力育

成のための調査・

研究・開発・提言事

業

(3)FVPを活用したボランティア体験学習についての

調査・分析

・m19年度参加校′」ヾ学校16校、中学校 10校の児童生徒
約 7,4∞ 人の感想欄の調査分析

6月 ～3月 当法人事業所 5人

FVP活動学校・
団体

",α

Ю人

19()

青少年の人間力育

成のための情報の

ホームページ・書

籍等による広報事

業

(4)活動継続のための人的ネットワークの開拓

・活動継続のための人的ネットワークの開拓の取組
・ボランティア体験学習における情報を収集

・ホームページ、Twitter、 新聞、その他機関誌等によ

る発信

通年 当法人事業所 3人

ボランティア体験

学習・FVPに関
心のある機関・団

体等

10,(XЮ 人

129

法人名

|

受益対象者の範 |

囲及び予定人数
|

|

| |




